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   平成３０年度包括外部監査の結果に関する措置について（公表）

地方自治法第２５２条の３８第６項の規定に基づき、包括外部監査の結果に基づく措置を講

じた旨の通知がありましたので、同項の規定により公表します。

記

平成３０年度包括外部監査

特定の事件（監査テーマ）

「病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について」

指摘事項等 担当局部課名 措  置

第４部 指摘及び意見

６．固定資産管理について

(2)指摘及び意見

7)固定資産台帳の登録につ

いて

（指摘）

固定資産台帳において、

取得単価が会計規程に定め

る 10 万円を下回る器械及

び備品の登録が存在した。

規程に沿った運用を行う必

要がある。

ただし 10 万円未満であ

っても重要であると判断す

れば「有形資産であって、

有形固定資産に属する資産

とすべきもの」として必要

な承認を経た上で登録すべ

市立病院

事務局

経営管理課

固定資産台帳において、実地照

合時に判明した 10 万円未満の医療

機器等については、令和 3 年 1～2

月に調査し、令和 2 年度中に、除

却処理済みである。



きである。  （P113）


